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皆様におかれましては、日頃より、私ども弁護士会並びに弁護士の様々な活動

にご理解 とご協力をいただいてお り、心よりお礼申し上げます。

さて、皆様には、私 どもが 9月 1日 に開催 しました日弁連人権擁護大会プレシ

ンポジウム 「どうなる どうする 北海道の教育」にご参加、ご協力いただき、

心よりお礼申し上げます。過度の競争主義や教員統制、いじめなどが大きな社会

的問題になっているなか、また、当会が本年 7月 9日 に北海道教育委員会に対 し

て人権救済の勧告 (情報提供制度の廃上を求める)を行なったこともあり、多く

の方々の関心を呼び、 220名 収容の会場が満席になるという盛会でした。

同プレシンポジウムの内容を報告書にまとめましたので、ご一読いただき、今

後の皆様の活動にお役立ていただければ幸いです。

また、続いて 10月 4日 には佐賀市内で本シンポジウムが開催 され (参加者約

700名 )、 札幌のプレシンポでもご発言、ご講演いただいた加藤良平先生 (前

宗谷校長会会長)、 世取山洋介先生 (新潟大学准教授)がご活躍され、大変充実

した議論が行なわれました。その結果、翌 5日 の大会 (弁護士約 900名 )で、

「子どもの尊厳を尊重 し、学習権を保障するため、教育統制 と競競争主義的な教

育の見直しを求める決議」が圧倒的多数で決議 され、日本社会への問題提起、提

言がなされました。この決議を同封致 しますので、皆様には是非ご参照いただき

たいと考えます。

札幌弁護士会は、今後 とも教育問題を重大な人権問題 と捉えて不断に取 り組ん

でいく決意でございますので、どうぞ宜 しくお願いいたします。

敬具

位各



子 ど も の 尊 厳 を尊 重 し、 学 習 権 を保 障 す る た め 、

教 育 統 制 と競 争 主 義 的 な 教 育 の 見 直 しを 求 め る 決 議

子 どもは、一人 の人間 としてその尊厳 を尊重 され るべ きであ り、人格及 び能

力 を最大限 に発 達 させ 開花 させ るための学習権 を保 障 され てい る (憲 法 13条 、

26条 、子 どもの権利 条約 6条 、 29条 1項 )。

この学習権 は、教 師 と子 ども との間の人格的ふれ あいを通 じた教育 に よって

実現 され るべ きものであ り、そ のた め教師 には、教 育の専門性 に根 ざ した教育

の 自由が保 障 され るべ きである。 憲法 は教育の 自主性 を尊重 し、教育基本 法 は

政治や行政 に よる教 育へ の不 当な支配 を禁上 してい る。

しか し、 日本 の教 育 はい ま、大 きな岐路 に立た され てい る。教師 に対す る思

想 良心 に関わ る規制 の強化、業績評価や各種調査 の導入、政治や行政 による教

育内容への介入 な どを通 じて、教 師 に対す る厳 しい統制 が進 め られ、教師 の精

神的 自由が制約 され、教育 の 自主性 が損 なわれ る とともに、教 師が子 どもに向

き合い、必要 な援助 をす る条件や 時間が奪われ てい る。

と りわけ、東京 では、卒業式・ 入学式等 において 「君が代」斉唱時 に教職員

の起立を求 める通達 が出 され 、起立 しなか った多数 の教職員 に対 し、戒告 、減

給、停職処分 がな され てい る。

大阪では、教育行政基本 条例や 国歌斉唱条例等 の一連 の条例 が成立 し、政治

や行政 による教育 の 自主性 へ の侵 害が強 く懸念 され る とともに、教師 に対す る

管理・ 統制 が一段 と強化 され よ うとしてい る。北海道 では、全教職員 に服務規

律 に関す る面接調査 を課 し、法令等違反行為 、政治的活動や学習指導要領違反

等 について道 民に よる教育委員会へ の情報提供制度 を創設 して、教職員へ の管

理 を強化 してい る。

こ うした政治や行政 に よる教育へ の介入 は、教育 の 自主性や教師の思想 良心

の 自由を始 め とす る精神 的 自由を侵 害す る とともに、子 どもの思想 良心の 自由

の制約 につなが る危 険性 があ り子 どもと教師 との 自由で豊 かな人 間関係 に基づ

く教育 を損 な うこ とが危惧 され 、 日本 の教育 の将来 に大 きな禍根 を残す こ とが

強 く懸念 され る。

また、近年 、全 国学カ テ ス ト、学校選択制 の導入や学校統廃合 な どに よつて、

学校間・教 師間・子 どもた ちの間 に過度 の競争 を促進す る教育へ の介入 が進 め

られ てい る。子 どもた ちは成績偏 重の学力評価 によつて格差 を付 け られ 、多 く

の子 どもた ちが挫折感や孤独感 を抱いてい る。成績評価 による過度 の競争 主義

的な教育 は、子 どもの人 間性や 多様 な能力 の全面的 な発達 を阻害す ることが懸



念 され る。子 どもの成績 は、家庭 の経済的条件 に影響 され るこ とが報告 されて

お り、経済的 な格差 が教育 の格差 につなが るこ とも危惧 され る。

教育条件 に関す る規制が緩 和 され た こ とに よ り、常勤教員 の削減 な どに よつ

て教 育環境 が悪化 し、子 どもの学習環境 の地域 間格 差 の拡大 も懸念 されてい る。

国は全 ての子 どもが必要かつ十分 な教育条件 の水準 にお ける教 育 を受 ける権利

を有す るこ とを踏 まえ、少人数学級や教員 定数基準 な ど、教育的な必要性 か ら

導 き出 され た十分 な教育条件 を立法 で整備す るべ きであ る。

さらに、貧 困家庭 が増加 し、経済格差が教育格差 をもた らす ことが強 く危惧

され る状況 の下、子 どもがその経済的条件 にかかわ らず必要な教育 を受 ける権

利 が実質的 に保障 され るよ う、必要な施策 が実施 され なけれ ばな らない。

よつて、 当連合会 は、国、地方 自治体及 び教育委員会 に対 し、次の こ とを強

く要請す る。

1 国、地方 自治体及 び教育委員会 は、教 育行政全般 に渡 り、憲法・子 どもの

権利 条約・ 教育基本法 に定 め られ た、子 どもの学習権・成長発達権 の保 障、

教育の 自由の尊重 、教 育への不 当な支配・介入 の禁止等の教育上の諸原則 を

遵守す る とともに、子 どもと教師 の思想 良心の 自由を始 め とす る精神 的 自由

権 を尊重すべ きこ と。

2 地方 自治体及び教育委 員会 は、入学式 、卒業式等 の学校行事等 において、

教職員及 び児童・生徒 に対 し、国旗 に向かつて起 立 し、国歌 を斉唱す るこ と

の強制及びそ の不履行 を理 由 とす る不利 益処分や 不利 益取扱 い を しない こ と。

3 国、地方 自治体及び教 育委員会 は、過度 に競争 的 な環境 が子 どもの人格 の

成長発達や学習権 の充足 に否定的な影響 を及 ぼす ことがない よ う、全国学力

テス ト、学校選択制 、学校統廃合 、公 立の小 中一 貫校及 び 中高一貫校等 を含

む学校教育の在 り方 を検証 し、必要 に応 じて見直す こ と。

4 国 は、全ての子 どもが必要かつ十分 に学習権 を保障 され るよ う、教育的必

要性 か ら導 き出 され る教育条件整備基準 を規定 した全 国的 な最低基準 (ナ シ

ョナル ミニマ ムスタンダー ド)を 定める立法 をすべ きこ と。

5 国は、公立小 中高等学校 の完仝無償化 な ど、子 どもの経済的条件 にかかわ

らず全 ての子 どもに必要かつ十分 な教育 を受 ける権利 が実質的 に保 障 され る

よ う、積極 的施策 を講ず ること。

以上の とお り決議す る。

2012年 (平成 24年 )10月 5日

日 本 弁 護 士 連 合 会



第 1 は じめに 一岐路 に立 つ 日本の教育

1 岐路 に立つ 日本の教 育

子 どもは、一人ひ と りがか けがえのない存在 として、その尊厳 を尊重 さ

れ、人格 、人間性及 び能力 を全 面的 に発達 させ 開花 させ るための学習 をす る

権利 を有 してい る (憲 法 13条 、 26条 、子 どもの権利 条約 6条 、 29条 1

項 )。

これ は、子 どもと教師 との人間的なふれ あい に よる教育 を通 じて実現 さ

れ る ものであ り、戦後 の教育 は、教師の専門性 に根 ざ した教 育の 自由を尊重

す る憲法 と教育基本法 の下で営まれて きた。

しか し、 日本 の教育 はいま、大 きな岐路 に立た されてい る。

2 教 育統制 と教 育の 自由

(1)教育統制 の強化

近年 、教師に対す る業績評価や各種調査 の導入 、政治や行政 に よる教

育内容へ の介入 な どを通 じて、教師 に対す る厳 しい統制 が進 め られ てい

る。国や地方 自治体、行政 が教育に過度 に介入 し、競争 をあお る 目標や

統制のための規範 を設 定 し、首長、教育委員会 、校長 な どに よる トップ

ダ ウン体制 を通 して、学校や教師 を管理 し評価 して、上か ら与 え られ た

目標や基準 に沿わない ときには不利 益な取扱 い をす るな ど、教育現場 に

は上か らの厳 しい統制 が強 まつてい る。

一人ひ と りの子 どもはその個性や発達段 階、環境等 に応 じて様 々な

課題 を抱 えてお り、教師 は子 どもとのふれ あいの中で、子 どもの多様 な

課題や 困難 を含 めた成長 の過程 に寄 り添 い、子 どもを受 け止 め、子 ども

に応 えることに よつて子 どもの成長 を支 え る もので あ る。 そ のた めに、

教師 には教育 の専門性 に根 ざ した教 育の 自由が保 障 され る必要 が あ る。

しか しいま、教師 は業績評価や 上 下の職 階制 、成績 競争 な どの 中で、

子 ども自身 の発達課題や ニー ズ とは異な る、上か ら与 え られ た 目標 や評

価 、成績偏重の競争 に追われ 、子 どもと向 き合 い、子 ども自身 が現実 に

抱 える課題 に応 える余裕 を持つ こ とがで きな くなってい る。

(2)思想良心の自由に関わる教育統制

教育基本法 の改正や新学習指導要領 、地方 自治体 の条例や教育委員会

の通達 な どを通 じ、国旗 。国歌な ど個人 の価 値観 に深 く関わ る内容 の 目



標や規範 が掲 げ られ 、子 どもの内心の 自由を侵 害す るこ とが強 く懸念 さ

れ てい る。

と りわけ、子 どもの教育 を支 える教師 に対 し、思想 良心 に関わ る職

務命令 、処分や各種調査 な どを通 じて統制 が強 め られ てい る。東京都 で

は、入 学式・ 卒業式等 の学校行事等 にお いて教職員及び児童・ 生徒 に対

して、国旗 に向かつて起立 し、国歌 を斉唱す るこ とが強制 され、不起立

の教職員 に厳 しい懲 戒処分 が な され てい る。 大阪府 で は、条例 に よ り、

教職員 に対 して行事 にお ける国歌斉唱時 の起 立斉唱が義務付 け られ る

とともに、起立 を命ず る職務命令 に 3回 違反す る と分 限免職処分 に され

る可能性 が ある。北海道 では、教職員 に対 し、組合や政治活動 な どに関

す る調査 が行 われ た。

(3) 子供の成長 と教育 の 自由

教 育 に政治や行政 が不 当に介人 し、教育 の現場 を一定 の価値観 に よ

つて統制 しよ うとす る とき、社会全体 が危 険な方 向に傾 くことは、戦前

の悲惨 な歴 史が教 える ところである。

戦後 の憲法 は、多様 な価値観 を持つ市民 に思想 良心 の 自由を始 め と

す る精神的 自由権 を保障 し、自由な議論 と相互理解 を通 じて合意 を形成

す る立憲民主主義社会 を理念 とす る。教育 は、子 どもが一人 の個人 、ま

た市 民 として成長発達 し、 自ら考 え、 自律的 に行動す る力 を育む ことを

通 して、 自主的 な人格 を形成す ることを 目指す ものであ り、国家や政治

に都 合 の よい一方的 な観念 を教 え込む もので あつてはな らない。そのた

めには、子 どもの 自主性 を育む教師に対 して、教育の専門性 に根 ざ した

教 育の 自由、及び思想 良心の 自由を始 め とす る精神 的 自由が と りわけ尊

重 され るべ きである。

教師 に対す る思想 良心 に関わる統制 を許せ ば、教育現場 は萎縮 し、子

どもの人権や 内心の 自由を尊重 しよ うとす る教師が真 つ先 に教 育現場

で抑圧 され かねない。 日本 の教育 はいま、危険 な曲が り角 にある。

3 過度の競争主義的教育の導入

(1)競争主義的教育の推進

経済のグローバル化に伴つて、教育は、世界各国において、様々な

局面か ら議論 されている。社会において競争主義や市場原理が強まる中、



教育にも経済至上主義が持ち込まれ、国や各地方 自治体は、グローバル

な競争 に適合す る人材 を育てるとい う名 目の下に、全国学カテス ト、学

校選択制や学校統廃合の促進、公立の中高一貫校の導入などを推進 して

いる。 これ らに対 してはさまざまな評価があるが、これ らによって、過

度に競争主義的な教育を推進す る教育への介入を進め、子 どもの能力の

早期選別 を図ろ うとしているとの指摘 もある。

学校では、過度の競争主義的教育が推進 され、多 くの子 どもが成績評

価 を偏重 した競争や格差付 けの中に取 り残 され、落ちこぼれた子 どもは

自己肯定感や希望を持てず、能力や人格の発達 も阻害 されかねない状態

にある。

また、子 どもの成績は、家庭の経済的条件に影響 され ることが報告

されてお り、競争主義的教育の中で、経済的な格差が教育の格差につな

がることも危惧 され る。

(2)憲法の理念 と競争主義的教育

憲法は、全ての個人の尊厳 と人権の尊重を理念 としてお り、経済競争

に勝ち抜 く人材だけでなく、多様な能力や条件 を有す る全ての国民が、

相互に人権を尊重 し、共に生きる社会を目指す ものである。

ことに子 どもには、その全人格を成長 させ、学力 と人間性のバ ラン

スの取れた発達をする権利がある (子 どもの権利条約 29条 1項 )。 そ

のために、学校教育は、全ての子 どもがかけがえのない人間 として尊厳

を尊重 され、自己肯定感 を育てることができるとともに、成績によつて

評価 され る能力だけでなく、それぞれの個性に根 ざした多様な能力 を発

達 させ、その人間性 を育むことができるものでなければな らない。

成績評価に偏重 した過度の競争主義的教育は、このような子 どもの

人格の全面的な発達を阻害す るおそれがある。

4 いま教育の在 り方の見直 しを

現在、政府や地方 自治体がこのように教育への介入を強める中で、全ての

子 どもの全人格的発達のための学習権の充足、精神的 自由の尊重、教育の自

主性 。自律性の尊重、政治や行政による不当な支配の禁止な ど、憲法・教育

基本法に基づ く教育理念が大きく損なわれている。日本の教育は危機的な岐

路に立た されてお り、いま、教育の在 り方を改めて見直す ことが緊急に求め

られている。



回、地方 自治体及び教育委員会 は、教育行政全般 に渡 り、憲法 。子 どもの

権利 条約・ 教育基本法 に定 め られ た、子 どもの学習権・ 成 長発達権 の保障 、

教育の 自由の尊重、教育へ の不 当な支配・介入 の禁止等 の教育上の諸原則 を

遵守す る とともに、子 どもと教師 の思想 良心の 自由を始 め とす る精神 的 自由

権 を尊重すべ きで ある。

第 2 教育への介入と教員統制の危険

1 子 どもの学習権 と教 育の 自由

(1)子 どもの学習権 の保障 と教育の 自由

子 どもは生 まれ なが らに、その尊厳 を尊重 され 、人格 と能力 を最大

限 に発 達 させ るために必要な学習 をす る権利 を有 してい る (憲 法 13条 、

26条 、子 どもの権利 条約 6条 、 29条 1項 )。

子 どもは一人ひ と り異 なった個性や発達段 階、ニー ズの下にあ り、

それ ぞれ の条件や環境 も様 々である。教 師が、障 がい を持つ子 どもを含

む、様 々な背景 を持つ子 どもたち一人ひ と りの存在 を肯定 し、その尊厳

を尊重す るこ とを通 じて、子 どもは生 き る基盤 とな る 自己肯定感 を育む

とともに、その人格 を成長 させ 、その個性 と発達段階 に応 じて学習権 を

充足 させ てい くこ とがで きる。このため、教師 は、子 どもの多様 な個性 、

発達段階や ニー ズを受 け入れ て これ に誠 実 に応 えてい くこ とが必要 で

あ り、これ は子 ども と教師 との直接 の人 間的ふれ あい を通 じて行 われ る

もので ある (子 どもの権利 条約 12条 )。

そ して、教師が この よ うに子 どもの個性 と発達 に応 じ、最善の教育

活動 を展 開 し、また よ り良い教育 を探求す るため、教師 には、教育 の専

門性 に基づ く一定の教育の 自由が保 障 され な けれ ばな らない (憲 法 23

条、 26条 、 1976年 5月 21日 最高裁判所大法廷判決 (以 下 「旭川

学カ テス ト最高裁判決」 とい う。 )、 ユネス コ 「教員 の地位 に関す る勧

告J)。

教育 は人 間の内面的価値 に対す る文化 的な営み であ り、多数決原理

が支配す る政治的影響 に よつて支配 され るべ きでな く、教育内容 に対す

る時 の政府や行政 の介入 はで きるだけ抑制的 であ るこ とが要請 され る。

と りわけ、個人の基本的 自由 と人格 の独 立 を尊重 してい る憲法 の下では、

子 どもが 自由かつ独 立 の人格 として成長す る こ とを妨 げ るよ うな介入 、

特 に一方的 な観念 を教 え込む ことを強制す るよ うな こ とは、憲法上の要

請か らも許 され ない (旭 川 学カテ ス ト最 高裁判決 )。



(2)教育 に対す る不 当な支配 の禁止

さらに、教 育基本 法 は、時の政治や行政が教育 に不 当な支配介入 を

す ることを禁 じてい る 〈教育基本法 16条 1項 )。

教育 においては、子 どもに直接 に接す る教師 が、子 どもの声 を受 け止

め、子 どもが必要 としてい る ものを的確 に捉 え、その要求 に応 えるこ と

のできる教育活動 を考案 し、実行す るこ とが必要 とな る。それ とともに、

教師 は 自ら、又 は教師相互間で、教育活動 を検証 し、 よ り良い教育活動

の在 り方 を探求 してい くこ とが求 め られ る。その際、子 どもの学習権 の

実現 のた め、保護者 の意 見を教師が受 け止 め、それ を教育 に反映 させ る

こ とも重要 である。教 育の 自主性 を尊重す るこ とが必要 であるのは、子

どもに直 に接 してい る教師が、常 に多様 で流動的 に変化 してい く子 ども

の状況 を的確 に理解 し、保護者 の意 見 を受 け止 めつつ、子 どもが必要 と

してい る教育活動 を、一定の 自由な裁量 を もつて創造的かつ弾力的 に展

開 し、 よ り良い教 育 を探求 していかなけれ ばな らないた めで ある。

こ うした教育上の要請 をか え りみず 、行政 が教育現場 に介入 し、教

師 に一定の教育活動 を強制 した り、教師 の活動 を禁止・抑圧 した りすれ

ば、教師 は萎縮 し、 自 ら必要 な教育活動 を抑制せ ざるを得 な くな る。 ま

た、教師が子 どもに直接 の責任 を果 た しなが ら、子 どもの最善 の利益の

ために教 育 を実行 しよ うとい う、教師の教育的 な熱意や 責任感 を阻害す

るこ とに もな る。それ は、ひいては子 どもが最善の教育 を受 ける権利 の

充足 を阻害す る結果 となろ う。

また、行政 に よって、教 師の精神 的 自由を制約す る統制 が強 め られれ

ば、教師 が 自由な精神 的 な活動 を通 じて子 どもの発達 を受 け止 め、子 ど

もの状態 に応 じた教育 をす る余地が狭 め られ るこ とにな る。

このた め、教育 に対す る不 当な支配 は禁止 され 、教育行政 が教 育内容

な どの教 育活動 の一部 を強制的 に変更す るな ど、教師の創造的かつ弾力

的な教育活動 の余地 を失わせ るよ うな介入 をす るこ とは許 され ない。ま

た、行政 が、子 どもが 自由かつ独立の人格 に成長す るこ とを妨 げ るよ う

な介入 、例 えば一方的 な一定の理論や観念 を生徒 に教 え込む こ とを強制

す るこ とは許 され ない (旭 川学カテ ス ト最高裁判決 )。

教育の 自主性 を尊重 し、教 育へ の不 当な支配介入 を禁止す る こ とは、

子 どもがその個性 と発 達段階 に応 じて必要 な学習 をす る権利 を充足す

るために、欠 くことので きない ものである と言わなけれ ばな らない。



2 教 育への介入 と教 員統制 の危険

しか しなが ら、憲法 と教育基本 法 に定め られ た、子 どもの人格 の完成 を

目指 し、子 どもと教師 との教 育的 な人間関係 に基づ き、教育 の 自主性 を尊重

す る教育の理念 は、近年 の相 次 ぐ教育への介入 の動 きによつて、現在 大 きな

危機 に さらされ てい る。

す なわ ち、2006年 には、先 に当連合会 が強 く反対 していた教育基本法

の 「改正」に よ り、教育 の 日標 (2条 )に 「伝統 と文化 を尊重 しJ「 我 が国

と郷 土 を愛す る態度 を養 う」な どが規定 され 、その後 、学校教育法 に もこれ

に沿 つた義務教育 の 目標 が規定 され た。これ らの項 目は内心 の価値観 に関わ

る ものであ り、子 どもの成長発達権 、特 に内面形成 の 自由を侵害 し、教育の

自主性・ 自律性 を害す るこ とが危惧 され る (当 連合会第 47回 人権擁護 大会

「子 どもの権利条約批准 10周 年 にあた り、同条約 の原則及 び規 定 に基づ く

立法・施策 を求 め る決議」 (2004年 10月 8日 ))。

教 育行政 の原理 につ いて は、教育 に対す る「不 当な支配 Jの 禁上 の規 定 (1

6条 1項 )は残 されたが、「教育 は国民全体 に直接責任 を負 って行 われ るベ

き ものである」との文言 が削 られ 、教育 の独 立性や 自主性 の侵害 が懸念 され

るこ ととなつた (当 連合 会 2006年 9月 15日 付 け「教 育基本法改正法案

についての意見」 )。

また、教育基本法改正 に従 い、2007年 に、学校教育法 が改正 され 、「主

幹教諭」な どを設 けて学校運営 の職 階化 が進 め られ る とともに、教育職員免

許 法 に よ り、教員免許 更新制 が設 け られ 、教師へ の管理強化 が図 られ た (当

連合会 2007年 6月 14日 付 け 「教育関係 3法『 改正』法案 に関す る意見

書J)。

こ うした一連 の動 きに よって、教育の 日標 の設 定に政治 が介入 し、教 師 を

それ に向けて統制す るこ とを通 じて、教育 の 自主性・ 自律性 への侵 害が強 く

懸念 され る状態 となってい る。

3 教 育内容へ の介入

教育の内容 に対 し、政治や行政 による介入 な どを通 じた統制 も強 め られ

てい る。

例 えば、人権教育 に関 し、性 教育や ジェンダーの実質的平等 に関す る教育

に対す る妨害が強 め られ 、 2003年 、東京 の養護学校 では、都議会議員 ら

が性教育の授業 を批判 し、教育委員会 に よ り性教 育の教材 が持 ち去 られ 、教

師 に厳 重注意処分 がな され るな どの教育へ の不 当な介入が行 われ た。



こ うした教育へ の介入 によって、教育現場 は萎縮 し、教師 と しての専門性

に基づ き、子 どものニー ズに応 じ、子 どもの人権や 自主性 ,自 律性 を尊重 し

なが ら教 育 をす る 自由が損 なわれ てい る。

4 教 師への管理 の強化

さらに、学カテス トの成績公表や学校選択制等 によ り、学校間の競争 が

激化す る中、教師 は、業績評価 、成績 の結果や職 階制 な どに よつて管理 され 、

上か らの評価 を気 にせ ざるを得ず 、子 ども との豊かな人 間関係 を育み 、それ

ぞれ の子 どもに向き合 い、子 ども 自身の課題や 困難 に応 えなが ら教育 をす る

条件や時間 を失いつつ あ る。

学校教育 においては、教師が 自主的な研鑽 と相 互の協力 に よって、子 ども

の発達課題 を受 け止 め、教育内容 を向上 させ てい くべ き ものである。しか し、

こ うした管理統制や職 階制 に よる上下の階層化 が進 め られ 、学校 間・教師間

の競争が煽 られ る中で、教師 の間の信頼や横 のつ なが りも損 なわれ 、教師が

協力 して子 どもの心 を受 け止 める教育 をす るこ とも困難 な状況 に置かれ て

い る。

地方 自治体及び教育委員会 は、教育 内容へ の介入 、教師の業績評価 、懲戒・

分 限処分 、各種調査その他 において、教 育の 自由又 は教師 の精神 的 自由を侵

害 し、教育内容 に不 当に介入 して教育現場 を萎縮 させ るこ とのない よ うにす

べ きである。

東京・ 大阪・北海道 にお ける教育統制の持 つ問題 点

(1)教師の思想 良心の統制 と東京 にお ける「君が代」斉唱 時の起立 の強制

等

上記 の一連の教育への介入 に先駆 け、地方 自治体 にお いて、教職員 に

対す る 「君 が代」問題 な ど内心の 自由に関わ る事項 につ いて、通達、職

務命 令、処分等 に よる統制が行 われ てい る。

東京都 では、 2003年 10月 23日 、入 学式・ 卒業式等 にお いて、

教職員 に対 して、国旗 に向か つて起 立 し、国歌 を斉唱す るこ とを強制す

る通達が出 され 、起 立 しなか った教職員 には、戒告 、減 給、停職 な どの

懲戒処分 がな され るよ うにな り、これ まで に処分 され た教職員 は延 べ 4

00名 以上 に上 る。

「君が代」については、市民の間 に様 々な見解 が あるが、戦前 に 「君

が代 Jが 国家 主義的教 育に利用 され た歴 史的経緯等 があ るこ と等 に照 ら

し、起立斉唱 に抵抗 を覚 える者 が少 なか らず存在す る。君が代斉唱時 に



起立す るな どの外部 的な行為 は、内心 と密接 な関係 を有す るもので あ り、

起立は敬意 の表明 をそ の不可分 の 目的 とす る ものであ るか ら、起 立の強

制 は憲法 19条 の思想 良心の 自由の侵害 に当た るもので ある。

ことに子 どもは、社会 に多様 な価値観 が あ るこ とを学び、その 中で 自

主的 に考 え、 自らの思想 良心 を形成 しつつ、 自由かつ独 立の人格 を発達

させ る過程 にある。 「君が代 Jの 一律 の強制や教師 に対す る処分 に よつ

て、子 どもの思想 良心 の 自由な形成 を萎縮 させ るこ とが あつてはな らな

い。入学式・卒業式 で、 「君が代 J斉 唱時 に起 立斉唱 を しない子 どもに

対 し、傍 らに立って起立す る よ う執拗 に指 導す る、子 どもが起 立 しない

と式の進行 を しない な ど、子 どもに対す る起 立の強制 も行 われ てい る。

また、起立 しない子 どもを職員室や校長 室 に呼び 出 してその理 由を問い

ただす な ど、起立 しない子 どもに不利 益 な扱 い をす る例 も見 られ る。 こ

うした起 立の強制や 、不利 益 な取扱 い は、子 どもの思想 良心の 自由を侵

害す るものである。 憲法 は、社会 に多様 な価値観 が あ る こ とを許容 し、

市民に相互の価値観 の尊重 と理解 を求めてい る。学校 において、 自他 の

人権 を尊重す るこ とを学ぶ こ とも重要 な教 育の一環 で あって、学校行事

にお ける 日の丸 。君 が代 の扱 い に関 しては、多様 な意 見があることが留

意 され るべ きであ る。

また、従来の卒業式・入学式 は、多 くの学校 において子 ども と教師の

手 によって主体的 に作 り上げ られ て きてお り、子 どもの 自主性 を育て る

教育活動 の大切 な一環 であつた。 ところが東京都 では、 2003年 の前

記通達 に よって、 「日の丸・ 君が代 Jそ の他 について詳細 な実施指針 が

定 め られ 、式 の在 り方 は一変 し、 自主的 な運営 は困難 になった。教 育内

容 に対す る行政 の介入 はで きるだ け抑制的で あるこ とが求め られ、教育

の 自主性 が尊重 され るべ きで あ り、学校行 事 の内容 へ の詳細 な介 入や 、

教員へ の起 立の強制 は、教育の 自由・ 自主性 を尊重す る憲法・教育基本

法の要請 に も違反す るもので ある。

この問題 に関 しては、 2011年 5月 以降、最 高裁判所 の判決が相次

いでお り、起立を命ず る職務命令 については合憲 とした。 しか し、上記

の とお り、この職 務命 令 は思想 良心の 自由の直接的 な制約 に当た るもの

であるか ら、 これ を合 憲 とした こ とは極 めて不 当で あって、裁判所 は前

記職務命令 は違憲 で ある との判 断 を示 し、憲法 の番人た る裁判所 の使命

を果たすべ きである。

もつ とも、 2012年 1月 16日 の最高裁判所判決 は、不起立が教職

員の世界観・歴史観 に基づ くものである こ とを考慮 し、減給以上 の処分

については謙抑的で あるべ き とし、減給・停職 の一部 の懲戒処分 につい
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て処分 を取 り消す判決 を下 した。 しか し、なお戒告及 び一部 の停職 処分

を容認 した こ とは、強 く批判 され てい る。

なお、 これ らの判決 には、多 くの補足意 見や少数意 見が付 され 、価値

観 に関わ る問題 に関す る一律 の加 重処分 を問題視 し、自由闊達 な教 育が

望 まれ るこ とが付言 され た。

当連合会 は これ まで再三に渡 り、国旗 。国歌の強制 の問題点 を指摘 し、

これ に反対 してきた (当 連合会 2007年 2月 16日 付 け 「公 立の学校

現場 にお け る『 日の丸』・『 君 が代』の強制問題 に関す る意 見書 J、 2

010年 3月 18日 付 け 「新 しい学習指導要領 の問題 点 に関す る意 見

書 J、 2011年 6月 3日 付 け 「卒業式 の国歌斉唱時 の不起立 を理 由 と

す る元都 立高校 教諭 の再雇用拒否 を合憲 とした最高裁判 決 に対す る会

長声明」、 2012年 1月 19日 付 け 「君が代斉唱時 の不起 立等 を理 由

と した懲 戒処分 取消等請求訴訟 の最高裁判決 に対す る会長 声明」ほか )。

当連合会 は、 これ までの声 明及び意見書 に重ねて、東京都・ 大阪府 を

は じめ とす る地方 自治体及び教育委員会 に対 し、入学式、卒業式等 の学

校行 事等 にお ける教職員及び児童・生徒 に対す る、国旗 に向か つて起 立

し、国歌 を斉 唱す るこ との強制及び不起立等 を理 由 とす る不利益処分や

不利益取扱 い をす る ことがない よ う強 く要請す る。

(2)大 阪府 にお ける教育 に関わ る条例 につ いて

大阪府 で は、 2012年 3月 23日 、教育行政基本 条例 、府 立学校

条例 (以 下 「教 育関係 条例 」 とい う。 )及 び職 員基本 条例 が成 立 した。

これ らの条例 には、子 どもの教 育の観 点か ら、看過 で きない多 くの問題

が ある。

まず、 1番 目として、教育 関係条例 は、学校 間、子 どもたちの間 に競

争 を煽 り、過度 の競争 主義的教 育を もた らし、教育環境 を荒廃 させ るお

それ があ る。

同条例 にお いては、 3年 連続 定員割れ の高校 は再編整備 の対象 とされ 、

統廃合 の可能性 があ り、地域 において学習す る子 どもの教育環境 を損な

うこ とが懸念 され る。 さらに、府立普通科 高校 については、学 区制 を撤

廃す る方 向で見直す こととされ てお り、学 区制が撤廃 されれ ば、学校 間

の競争が激化す るおそれ がある。その上、府 民に対す る教育情報 の提供

とい う形 で、学カテス トの結果 の学校別公表へ の道 も開かれ てい る。

2番 目と して、教職員 について、厳 しい懲戒・ 分限処分 の基準が設定

され た職 員基本条例 が適用 され るこ とにな り、これ は、教職員 の人事権



及び裁 量権 を有す る教育委員会の権 限 を不 当に制約す るものであ る (地

方教育行政組織法 23条 。以下 「地教行法 Jと い う。 )。

3番 目として、大阪府 においては、 「大阪府 の施設 にお ける国旗 の掲

揚 及び教職員 に よる国歌の斉唱 に関す る条例J(以 下 「国歌斉 唱条例 J

とい う。 )が 成 立 し、教職員 に行事 にお ける国歌斉唱時 の起 立斉唱が義

務付 け られ てお り、 これ は、教師の思想 良心の 自由及び教 育の 自由を侵

害す るものである (当 連合会 2011年 5月 26日 付 け 「公 立学校教職

員 に君が代斉唱 の際 に起立斉 唱を強制す る大阪府 条例案提 出に関す る

会長声 明」 )。 これ に加 え、職員基本 条例 は、同一 の職務命 令 に 3回 違

反 した ときの標準的な分限処分 を免職処分 としてお り、国歌斉唱 の際 に

不起 立・ 不斉唱 を繰 り返す教職員 を分限免職 とす る とすれ ば、教師 の思

想 良心の 自由を侵 害す る とともに、減給以上の懲戒処分 について は謙抑

的で あるべ き とす る上記最高裁判所判決 に照 らして も、違法 かつ不 当 と

い うべ きであ る。

4番 目として、教 育関係条例では、政治が教育行政 に介入 して教育の

中立性 を侵害す る ことが強 く懸念 され る。

知事 が教育委員会 と協議 して教育振興基本 計画案 を策定 し、同計画 に

定 めた 目標達成 に関す る教育委員 の評価 に よ り、知事が教育委員 の罷免

事 由を判断す る としている点 は、教育委員会 の職務権 限、教育委員 の罷

免 事 由等 を定めた地教行法 7条 、 23条 等 に抵触す るおそれ が ある。 こ

れ らは教育委員会 の独 立性 。中立性 を阻害 し、かつ 、知事 の交代 に伴 つ

て教育 の継続性 が阻害 され る危険 もある (当 連合会 2011年 12月 2

7日 付 け 「大阪府 にお ける教 育基本条例案 に対す る会長 声明」 )。

大阪府 の教育関係 条例 に類似 して先行 してい るア メ リカ又 はイギ リ

スの教 育改革 にお いては、既 に様 々な弊害が指摘 され てい る。子 どもは

グローバル な競争 に勝 ち抜 く人材 育成 とい う目標 の下で競争 を強い ら

れ、地域 の環境や貧 困な どの中で成長す る子 どもの実際 の困難や発達課

題 は顧 み られ な くな つてい る。 また、学校別 に成績 が公 表 され るた め、

テ ス トの成績 に追 われ 、教師 と子 どもが疲弊す る上、学校選択制 と併せ

て、良い評価 を受 け られ なか つた学校 の統廃合 に よつて地域 の学校 が閉

鎖 され 、子 どもが居住す る地域で学ぶ権利 が侵害 され てい るこ とも報告

され てい る。

大阪府 は、教育関係 条例、職員基本 条例及び国歌斉 唱条例 を、子 ども

の学習権・成長発 達権 の保 障、教育の 中立性 ・ 自主性 の尊重、思想 良心

の 自由の保障等 の観 点か ら、全面的かつ速や かに見直すべ きであ る。
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また大阪市 で も、 20
本条例等 が成 立 してお り

2年 5月 25日 に、類似 の内容 の教育行政基

大阪府 と同様 の見直 しが求 め られ る。

(3)北海道の教職 員に対す る思想調査 な どの統制

北海道 においては、 2009年 9月 、新 聞社説 を活用 した公 民科授

業が 「偏 向教育」で ある と北海道議会 で取 り上げ られ 、北海道教育委員

会 は全道 の学校長 に授 業内容 の報告 を求 めた。 2010年 3月 には、全

道 の卒業式・入 学式 にお ける国旗 。国歌の実施状況の調査・ 報告 を求 め

る とともに、 「入学式・卒業式 にお ける国旗・ 国歌 の適切 な実施 につい

て (通 知 )」 を発 し、校長 が職務命令 を発す ることがで きる と して、実

施 の徹底 を図 つた。 2010年 4月 、北海道教育委員会 は、服務規律実

態調査 と称 して、全教職員 か ら組合活動や政治活動 も含 めた聞 き取 り調

査 を行 い、 この結果 、 2011年 3月 、質 問の全部又 は一部 に答 えなか

つた約 6500名 を文書 に よる 「注意・ 指導」 とした。 さらに、 201
0年 5月 には、道 民か ら教職員 の法令等違反行為の情報提供 を受 け る と

して、学習指導要領違反 の情報や 、教育公務員特例法 の政治的活動 の禁

上 の規定 に関わ る政治的行為等 の情報 を北海道教育委員会が直接受 け

る制度 を創設 した。 これ に対 して、教職 員 か ら北海道 の 4弁 護 士会 に約

6300件 の人権 救済 申立てがな され た。

こ うした調査等 は、政治や行政 に よる教育へ の不 当な介入 であ り、教

職員 の思想 良心の 自由、組合活動 の 自由を侵 害す るのみ な らず 、教職員

の教育活動 を著 しく萎縮 させ 、ひいては子 どもの学習権 を侵 害す る もの

であ り、到底許 され ない。

第 3 過 度 の 競 争 主 義 的 教 育 の 導 入

1 子 どもの尊厳 と学習権 を保障す るために

子 どもはその人格 と能力 を最大限に発達 させ るために必要な学習 をす る

権利 を有 してい る (憲 法 13条 、 26条 、子 どもの権利 条約 6条 、 29条 1

項 )。 教育 は、子 どもが生 きるための多様 な能力 を発達 させ 、自他 の尊厳や

人権 を尊重 しつつ社会 に参加 してい く力 を育 て るものであるべ きで ある (国

連子 どもの権利委員会一般的意見 1号 )。
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2 競争主義的教 育の導 入

経済 のグローバル化 に伴 い、教 育は、世界各 国において、様 々な局面か ら

議論 され てい る。近年 、我 が国 に も、教育に競争 主義や市場原理 が持 ち込 ま

れ、国や各地方 自治体 は、グローバル な競争 に適 した人材 を育成す る とい う

名 目の下に、学校 間、教 師間、子 どもの間に、過度 に競争 を させ る教育 を推

進 し、子 どもの能力の早期選別 を図 る教育 の導入 を進 めてい る。

2007年 、文部科学省 は悉皆調査 としての全国学カテス トを実施 した。

その後、これ は抽 出調査 とされ たが、現在 、再び悉皆調査 が実行 され る可

能性 が ある。悉皆全国学カテ ス トは、教育現場 にテス ト成績重視 の風潮 と過

度の競争 を もた らし、教師 の 自由で創造的 な教育活動 を妨 げ、教 育 に対す る

不 当な支配 に 当た る疑いが強い (当 連合会 2008年 2月 15日 付 け「全国

学力調査 に関す る意見書」 )。

また、政府 は学校選択制 の拡大 を推奨 してお り、地方 自治体 では、独 自の

学カテ ス ト又 は全 国学力調査 の結果 を公表す る とともに、学校選択制及び学

校統廃合 を実施す る ところが増 えてい る。

しか しこれ は、学校 間・教師間の競争 を激化 させ 、競争 主義的教育 を助長

す る とともに、学カテ ス トの成果 に よって学校選択が行 われ 、選択者 が減少

した学校 は統廃合 を余儀 な くされ 、子 どもた ちが地域 で学習す る権利 が侵 害

され るな どの弊害が指摘 され てい る。このため、一旦導入 した学校選択制 を

見直す動 きが仝国各地 に出てい る。

また、公 立の小 中一貫校 、中高一貫校 な どの導入 に よ り、多様 な進路 の選

択肢 が生 じる との評価 もある一方 で、競争 の低学年化 が進み、中学校段階で

早期 の選別 が進 め られ るな どの問題 も指摘 され てい る。

3 競争主義的教 育の見直 しの必要性

教育 は、成績 の競争 に よる評価や格差付 けを偏 重す るのではな く、全 て

の子 どもの多様 な能力や価値 を評価 して伸 ばす とともに、子 どもの人格 と学

力のバ ランスの取れ た発 達 を 目指すべ きものである (子 どもの権利 条約 29

条 1項 (a)参 照 )。

しか し、過度 の競争 主義的教育が進 め られ る中で、子 どもは成績 のみ で評

価 され 、教育内容 は成績評価 のた めの学力 に一元化 され、子 どもの全人格的

な成長 のための教育が困難 になつてい る。成績評価 の格差付 けや選別 に取 り

残 され た子 どもは、自己肯定感 を持てず に不安感や挫 折感 を感 じ、学ぶ意欲

を失 い、成長 の機会 も奪 われ かねない。過度 の競争主義的教育 は、全 ての子
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どもの全 人格的 な成長、及 び多様 な能力 の発達 のための学習権 の充足 を阻害

す るものである。

また、成績 の格差 には、子 どもの家庭 の経済的条件 が影響す るこ とが報告

され てお り、家庭 の経済格差 が子 どもの教 育格差 に引き継 がれ るこ とが懸念

され るが、この問題 は競争主義的 な教育の導入 に よつて対応 でき るものでは

な く、か えって格差が拡大す るこ とが危惧 され る。

さらに、常に点数 と規範 に よって評価 され 、競争 させ られ る状況 の 中で、

子 ども と教師、子 どもと子 どもとの人間関係 も息苦 しく貧 しい もの とな って

い る。 2010年 に国連 子 どもの権利委員会 か ら出 され た 「第 3回 日本政府

報告書審査総括所 見J(以 下 「第 3回 総括所 見 Jと い う。)に お いて も、高

度 に競争的な学校環境 が、子 どもたちの間で 、い じめ・ 精神 障害・不登校・

中途退学・ 自殺 を助長 してい るこ と、子 どもの精神 的幸福度 が著 しく低 い原

因 として、教師 と子 どもとの関係 が乏 しい こ とが厳 しく指摘 され てい る。教

師 はテ ス トや競争 の準備 の教育 に追われ、子 ども と向き合 い、子 どもの仝人

格的 な必要 に応 じた教育 をす ることが困難 になってい る。

第 3回 総括所見 に勧告 されてい るとお り、成績偏 重の競争 主義的 な教育 が

推進 され てい る現在 、学校教育 において、過度 に競争的 な環境 が子 どもの人

格 の発 達や学習権 の充足 に否定的 な影響 を及 ぼす こ とのない よ う、全国学力

テ ス ト、学校選択制、学校統廃合 、公立の小 中一貫校及 び 中高一貫校等 を含

め、全般的 に教育の在 り方が検証 され 、見直 され るべ きであ る。

第 4 教育 に関す る全 国的な最低基準 (ナ シ ョナル ミニマムス タ ンダー ド)の

立法 と教育条件 の改善の必要性

教育 に対す る介入 の中で、教 育に市場原理 の導入 が求 め られ 、教育条件

の整備 に関す る規制が次々に緩和 され る とともに、公教 育への財政 支出は抑

制 され てい る。教 育行政 の役割 は、教育内容へ の介入や統制 にあ るのではな

く、子 どもが学習権 を充足で きる教育条件 の整備 にあ り、それ に よつて教育

の向上 を図 るべ きであるが、教育条件 の規制緩 和 と公教 育の支 出抑制の 中で、

全 ての子 どもが学習権 を充足す るために必要 な教 育条件 の基盤 が掘 り崩 さ

れ てい る。

公 立義務教育諸学校 の学級編成及び教職員 定数 の標 準 に関す る法律 (以 下

「義務教育標 準法 Jと い う。)は 、 2001年 以降、数回 にわた って規制 が

緩和 され るな どし、正規 の職員 を非常勤講師等 で充 て るこ とが可能 となった。

また、義務教育国庫負担法 の改正 によ り、地方へ の財源移譲 と引替 えに、義

務教育費 の国庫負担率が 2分 の 1か ら 3分 の 1に 削減 され た。
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この よ うに教 育条件 に関す る規制が緩和 され た ことに よ り、教職 員の定数

基準 も緩和 され 、学校 に常駐 しない非常勤講師 が増 えてお り、子 どもた ちが

日常的・継続的 に十分 な指導 を受 け られ る体制 とは言 い難 くなってい る。

一方、常勤 の教師は極 めて長時間に渡 る労働 に よつて疲弊 してお り、文書

に よる報告作業 も増加 し、教師が子 ども と向 き合 う時 間的・精神 的な余裕 が

奪われ てい る。教師の精神 的疾患 の罹患率は年 々増加 し、教師 の負担 の重 さ

を裏付 けてい る。第 3回 総括所 見は、日本 の子 どもた ちの精神 的幸福度 が極

めて低い原 因 として、子 どもと教師の関係性 の貧 困 さがあ るこ とを指摘 した。

この よ うな教師の劣悪 な勤務条件 は、子 ども と教師が豊 かで教育的な人間

関係 を育む余地 を奪い、子 どもの学習権 の充足 を阻害 してい ることを直視 し、

教師の労働 条件 を抜本的 に向上 させ る必要が ある。

また、地方 自治体の財 政状況の悪化や、教 育行政政策 の違 い によつて、子

どもの学習環境 には地域 に よって著 しい優 劣 が生 じてい る。学校規模 と学校

配置 に関す る規制 が事実上存在 しないために、地域 に よつては学校統廃合 が

よ り進 め られ、子 どもの通学が よ り困難 にな るこ とも予想 され る。

国は子 どもの学習権や成長発達権 (憲 法 26条 、 13条 等 )を保 障す るた

めの立法行政上 の諸手 当を行 う責務が あ り、教 育条件 に関 しては、各地方 自

治体 の基準設 定 に委ね るべ きではな く、国が定 め る全国的 な最低基準 (ナ シ

ョナル ミニマ ムスタンダー ド)を 立法 に よつて堅持すべ きで ある。

教育現場 において、子 どもの学習権 の充足 に十分 な教育環境 を整 えるため

には、少人数学級 の推進 、常勤教員数 の最低 基準 の確 立、学校配置基準の確

立、教師 の長時間労働 の改善、義務教育費 の国庫負担 率 を少 な くとも 2分 の

1へ戻す な どが必要 であ り、公教 育の教育条件 の整備・向上 は差 し迫 つた喫

緊の課題 で ある。

国は、全ての子 どもが必要かつ十分 な教育条件 の水準 にお ける教育 を受 け

る権利 を有す るこ とを踏 まえ、教育的必要性 か ら導 き出 され た教育条件整備

基準 を規 定 した全国的な最低基準 (ナ シ ョナル ミニマ ムス タンダー ド)を 定

める立法 をすべ きである。

第 5 経済 的条件 に よる教育格差 を解 消す る施策の必要性

社会 にお ける経済格 差が拡大す る中、子 どもの家庭 の経済格 差 と子 ども

の学カテ ス トの結果 とは連動 してい る といわれ てい る。公教 育へ の財政支 出

が抑 え られ 、競争教育 も進 め られ る中、私塾 の費用や 高等教育 の学費な どの

教育費の私費負担 が増 え、貧 困家庭 では必要 な教育環境 を整 えることが困難

となってい る。家庭 の経済格差が、教 育格差 を通 じて世代 間に引き継 がれ る
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ことが あってはな らない (当 連合会第 53国 人権擁護 大会「貧 困の連鎖 を断

ち切 り、すべての子 どもの生 きる権利 、成長 し発達す る権利 の実現 を求 める

決 議 」 (2010年 10月 8日 ))。

公教育 においては、全ての子 どもの教育 を受 ける権利 が実質的 に保 障 され

るべ きであ り、そのた めには、公教 育 に十分 な財政支 出 を成 し、その充実を

図 るべ きである。公 立の義務教育課程 では就 学援助制度 を拡 充 し、教材 費な

どを無償化 し、最終的 には公 立の小 中高等学校 の完全無償化 を実現す るな ど、

子 どもの置かれ た経済的条件 にかかわ らず必要 かつ十分 な教 育 を受 ける権

利 が保 障 され るよ う、積極 的施策 が講 じられ るべ きである。

特 に、2011年 3月 11日 の東 日本大震 災の被 災地の復興 は、教育 の分

野 において もいまだ十分 に進 め られ ていない。被 災地の子 どもたちの学習環

境 を早急 に整 えるために、積極的 な施策 を講 じる必要があ る。

また、教育格差 を もた ら した経済格差 と貧 困の問題 は、構造改革政策 の下

での労働 分野 の規制緩和 が推進 されて大量 の非正規雇用 とワー キングプア

が生み出 され た こ とに大 きな原因があ り、その解 消のためには正規雇用 を原

則 と した労働 法制 と労働 政策への抜本的見直 しが必要である (当 連合会第 5

1回 人権擁護 大会 「貧困の連鎖 を断 ち切 り、すべ ての人が人間 らしく働 き生

活す る権利 の確 立 を求 め る決議J(2008年 10月 3日 ))。 経済格差 と

貧 困問題 の是正・克服 は、同時に、仝ての子 どもが将来の働 きがいのある職

業への希望 を抱 いて成長す るためにも必要不 可欠 であ り、子 どもたちの将来

に向けて安定 した雇用機 会 を確保 す るための労働 法制 の整備及 び労働 政策

の充実 が併せ て進 め られ なけれ ばな らない。

第 6 子 どもの尊厳 と学習権 を確保す るために 一教 育の在 り方 を緊急 に見直す

べ きこと

現在進 め られ てい る一連 の教育への介入 は、戦後 に築 かれ た憲法・ 1日 教

育基本法 に基づ く教育理念 を切 り崩 し、思想 良心の 自由な どの精神的 自由を

侵 害 し、全 ての子 どもの学習権 。発達成長権 の充足 を決 定的 に損 な うお それ

が あ り、 日本 の教育の将来 に大 きな禍根 を残す ことが強 く懸念 され る。

子 どもの教育 は、過度 の競争や統制の要請 に基 づ くものではな く、全 ての

子 どもの人間性 と能力の全 面的な発達成長 のための ものであ る。未来 を担 う

子 どもたちが希望 を抱 き、喜び を もつて学ぶ ことのできる教 育の在 り方 が構

築 され るべ きで ある。

当連合会 は、憲法・子 どもの権利条約・教育基本法 に掲 げ られ た、子 ども

の学習権・発達成長権及 び人権 の保 障、教 育の 自由及び 自主性 の尊重、教 育
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への不当な支配・介入の禁止等の教育上の諸原則が教育現場において確保 さ

れ、子 どもと教師の思想良心の自由を始めとす る精神的 自由権が尊重 される

べきことを、国、地方 自治体、教育委員会等に対 し強 く求め、ここに決議す

るものである。
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